
  （歳入歳出補正予算） 補正前予算額 91,489,549

補 正 額 626,959

補正後予算額 92,116,508

（単位：千円）

款（歳入） 歳入補正額

16 都支出金 342,256 総務費都補助金の増 342,256 

 （市町村新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金）

19 繰入金 284,703 子ども・子育て基金とりくずし収入の増 284,703 

歳入合計 626,959 

款（歳出） 歳出補正額

３ 民生費 284,703 子どものための給付金給付事業費 284,703 

７ 商工費 342,256 小規模事業者経営支援給付金給付事業費 342,256 

歳出合計 626,959 

令和２年度一般会計補正予算（第２号）総括表

事業名

事業名



令和２年度一般会計補正予算（第２号）の概要 

 

第３款 民生費 

子どものための給付金給付事業費 284,703千円 

(1) 事業内容 

国の補助事業として実施する「子育て世帯への臨時特別給付金」による子育て

世帯への生活支援に上乗せ給付を行う。国制度では所得制限により対象外となる

子どもも対象に加え、在宅生活を余儀なくされている子どものために、市独自の

給付金として子ども一人に１万円を給付する。 

(2) 対象 

令和２年３月末時点での中学生までの子ども（所得制限なし） 

(3) 事業費 284,703千円 

給付金 264,000千円 （10,000円×26,400人） 

システム開発等委託料等 20,703千円 

(4) 財源 

第 19款 繰入金 

子ども・子育て基金繰入金 284,703千円 

 

第７款 商工費 

小規模事業者経営支援給付金給付事業費 342,256千円 

(1) 事業内容 

国では、売上が前年同月比で 50％以上減少している中小企業等に対して、「持

続化給付金」の給付を行っている。市の独自給付として、事務所や店舗を賃借し、

令和２年３月から５月のうち、いずれかひと月の売上高が前年同月比で 20％以

上減少している小規模事業者等に対して、月額家賃相当額の１／２額（上限 10万

円）の３か月分、最大 30万円の給付金を給付する。 

(2) 対象 

店舗、工場、事業所等を賃貸により経営する小規模事業者（個人事業主含む） 

約 3,000事業者 

・製造業その他    従業員 20人以下 

・商業・サービス業  従業員５人以下 

(3) 事業費 342,256千円 

経営支援給付金 342,000千円 

郵便料等 256千円  

(4) 財源 

第 16款 都支出金 

東京都市町村新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金 342,256千円 
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